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平成２８年第１回中頓別町議会定例会会議録 

 

〇議事日程（第３号） 

平成２８年３月９日（水曜日） 午前１０時００分開議 

 

第 １ 行政報告                                 

第 ２ 議案第 ４号 中頓別町行政不服審査会条例の制定について          

第 ３ 議案第 ５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の制 

           定について                         

第 ４ 議案第 ６号 中頓別町災害危険区域の指定に関する条例の制定について    

第 ５ 議案第 ８号 中頓別町酪農振興支援条例の制定について           

第  ６ 議案第 ９号 中頓別町商工業振興支援条例の制定について          

第 ７ 議案第１３号 中頓別町立認定こども園条例の制定について          

第 ８ 議案第１４号 中頓別町就学前の子どものための教育・保育に関する利用者負担 

           額を定める条例の制定について                

第 ９ 議案第１６号 重要な公の施設並びに議会の議決に付すべき重要な公の施設の利 

           用又は廃止に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

第１０ 議案第１８号 中頓別町社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例 

           の制定について                       

第１１ 議案第２６号 指定管理者の指定について                  

第１２ 議案第２７号 指定管理者の指定について                  

第１３ 議案第２８号 指定管理者の指定について                  

第１４ 議案第２９号 指定管理者の指定について                  

第１５ 議案第３０号 指定管理者の指定について                  

第１６ 議案第４７号 中頓別町過疎地域自立促進市町村計画の策定について      

追加日程第 １ 議案第 ４号 中頓別町行政不服審査会条例の制定について（いきいき 

               ふるさと常任委員会委員長報告）           

追加日程第 ２ 議案第 ５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理等に関する 

               条例の制定について（いきいきふるさと常任委員会委員 

               長報告）                      

追加日程第 ３ 議案第 ６号 中頓別町災害危険区域の指定に関する条例の制定につい 

               て（いきいきふるさと常任委員会委員長報告）     

追加日程第 ４ 議案第 ８号 中頓別町酪農振興支援条例の制定について（いきいきふ 

               るさと常任委員会委員長報告）            

追加日程第  ５ 議案第 ９号 中頓別町商工業振興支援条例の制定について（いきいき 

               ふるさと常任委員会委員長報告）           
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追加日程第 ６ 議案第１３号 中頓別町立認定こども園条例の制定について（いきいき 

               ふるさと常任委員会委員長報告）           

追加日程第 ７ 議案第１４号 中頓別町就学前の子どものための教育・保育に関する利 

               用者負担額を定める条例の制定について（いきいきふる 

               さと常任委員会委員長報告）             

追加日程第 ８ 議案第１６号 重要な公の施設並びに議会の議決に付すべき重要な公の 

               施設の利用又は廃止に関する条例の一部を改正する条例 

               の制定について（いきいきふるさと常任委員会委員長報 

               告）                        

追加日程第 ９ 議案第１８号 中頓別町社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正 

               する条例の制定について（いきいきふるさと常任委員会 

               委員長報告）                    

追加日程第１０ 議案第２６号 指定管理者の指定について（いきいきふるさと常任委員 

               会委員長報告）                   

追加日程第１１ 議案第２７号 指定管理者の指定について（いきいきふるさと常任委員 

               会委員長報告）                   

追加日程第１２ 議案第２８号 指定管理者の指定について（いきいきふるさと常任委員 

               会委員長報告）                   

追加日程第１３ 議案第２９号 指定管理者の指定について（いきいきふるさと常任委員 

               会委員長報告）                   

追加日程第１４ 議案第３０号 指定管理者の指定について（いきいきふるさと常任委員 

               会委員長報告）                   

追 加 日 程 第 １ ５  議 案 第 ４ ７ 号 

中頓別町過疎地域自立促進市町村計画の策定について 

               （いきいきふるさと常任委員会委員長報告）      

第１７ 議案第３９号 平成２８年度中頓別町一般会計予算              

第１８ 議案第４０号 平成２８年度中頓別町自動車学校事業特別会計予算       

第１９ 議案第４１号 平成２８年度中頓別町国民健康保険事業特別会計予算      

第２０ 議案第４２号 平成２８年度中頓別町国民健康保険病院事業会計予算      

第２１ 議案第４３号 平成２８年度中頓別町水道事業特別会計予算          

第２２ 議案第４４号 平成２８年度中頓別町下水道事業特別会計予算         

第２３ 議案第４５号 平成２８年度中頓別町介護保険事業特別会計予算        

第２４ 議案第４６号 平成２８年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計予算     

 

〇出席議員（８名） 

 １番 佐 藤 奈 緒 君    ２番 長谷川 克 弘 君 
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 ３番 西 浦 岩 雄 君    ４番 宮 崎 泰 宗 君 

 ５番 細 谷 久 雄 君    ６番 東海林 繁 幸 君 

 ７番 星 川 三喜男 君    ８番 村 山 義 明 君 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     町      長   小 林 生 吉 君 

     教 育 長   田 邊 彰 宏 君 

     総 務 課 長   遠 藤 義 一 君 

     総 務 課 参 事   長 尾   享 君 

     総 務 課 主 幹   野 露 みゆき 君 

     総 務 課 主 幹   工 藤 正 勝 君 

     総 務 課 主 幹   笹 原   等 君 

     産 業 建 設 課 長   中 原 直 樹 君 

     産業建設課技術長   山 内   功 君 

     産業建設課参事   平 中 敏 志 君 

     産業建設課参事   藤 田   徹 君 

     産業建設課主幹   永 田   剛 君 

     産業建設課主幹   千 葉 靖 宏 君 

     保 健 福 祉 課 長   矢 上 裕 寛 君 

     保健福祉課参事   吉 田 智 一 君 

     教 育 次 長   青 木   彰 君 

     会 計 管 理 者   藤 井 富 子 君 

     国保病院事務長   小 林 嘉 仁 君 

     こ ど も 館 次 長   遠 藤 美代子 君 

 

〇職務のため出席した事務局職員 

     議 会 事 務 局 長   高 井 秀 一 君 

     議会事務局書記   田 辺 めぐみ 君 
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    ◎開議の宣告 

〇議長（村山義明君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程については、お手元に配付した議事日程第３号のとおりです。 

（午前１０時００分） 

 

    ◎行政報告 

〇議長（村山義明君） 日程第１、行政報告を行います。 

 町長から報告の申し出がありますので、これを許します。 

 小林町長。 

〇町長（小林生吉君） おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。私のほ

うから１点ご報告をさせていただきたいと思います。 

 けさの新聞報道にもありました天北地域生活交通ネットワーク維持計画の撤回について

であります。旧国鉄天北線の廃止に伴い、沿線自治体における地域住民の足として長年維

持してきた「天北宗谷岬線」について、沿線自治体とも維持費を基金の取り崩しで補って

きており、基金の温存と将来にわたる地域公共交通の維持のため、平成２７年３月から

「天北線地域生活ネットワーク維持計画」を策定し、平成２８年１０月から「路線の再

編」と「乗合タクシー運行」による対応として、関係自治体において住民説明会や各種会

議での路線バスの運行状況説明や意見聴取を行ってきました。特に関係３町村においては、

再編の前提となる「ＪＲへの接続確保」に向けた「乗合タクシー」の運行について協議す

る「天北３町村地域公共交通会議」を設置して、乗合タクシーの運行に関する調査や検討

を行ってきました。その結果、当初予定していた運行距離が延びたこと、運行割合がほぼ

９割を占めること、ＪＲへの乗降客数の調査で、想定を超える利用状況となっていること

などから、当初運行車両として考えていた１０人乗ワゴン車１台から２台に、新たに小型

バス（定員２５人）１台の導入が必要となったことや運転手の増などにより、計画時の運

行予定経費を６２４万円上回る１，４０８万２，０００円（１町村４６９万４，０００

円）になることがわかりました。また、路線バス「天北宗谷岬線」の運行負担金を合わせ

ると計画時の全体負担額を３３４万２，０００円上回る８，９４３万２，０００円となり、

当町を除く２町村において、大幅な負担増になることが判明しました。 

 こうしたことから、３月４日（金）関係３町村の町村長による協議が行われ、当初の目

的であった「基金の温存と将来にわたる地域公共交通の維持」に逆行するため、路線バス

の再編と乗合タクシーの運行を断念することが確認され、「天北地域生活交通ネットワー

ク維持計画」を白紙撤回し、当面は現状の「天北宗谷岬線」の継続運行とすることを確認

いたしました。 

 なお、当町におきましては、今後も地域住民の将来にわたる地域公共交通の確保のあり

方について、どうあるべきか独自に検討をしていくこととしております。 

 以上であります。 
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〇議長（村山義明君） ただいまの行政報告について質疑はございませんか。 

 宮崎さん。 

〇４番（宮崎泰宗君） 今町長からご報告いただきましたように、今回乗り合いタクシー

の計画の撤回ということで、けさの新聞にも出ていました。本町においては、今後も独自

に検討していくというふうにあるのですけれども、まず本てんまつの説明を町民の皆さん

に再度していかなければならないというふうに思うのですけれども、これどのように今後

周知等をされていかれるのでしょうか。 

〇議長（村山義明君） 小林町長。 

〇町長（小林生吉君） まだ具体的なところまでは詰めていませんけれども、地域の住民

の皆さんには大変不安等も与えてきた案件でありますので、広報等によることはもちろん

ですけれども、説明会をどういうふうにしていくかということを考えていきたいと思いま

すし、あと懇談、「町長がおじゃまします」を開催してきたとき、とりわけ高齢者の皆さ

んなんかはこの問題、非常に不安な思いをされていました。改めてそういう機会でお話を

したところには、ぜひまたお話をする機会をつくっていく等、適切な対応を図っていきた

いというふうに思います。 

〇議長（村山義明君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ないようですので、質疑なしと認めます。 

 これで行政報告は終了しました。 

 

    ◎議案第４号～議案第６号、議案第８号～議案第９号、議案第１３号～議案第１ 

     ４号、議案第１６号～議案第１８号、議案第２６号～議案第３０号、議案第４ 

     ７号 

〇議長（村山義明君） 日程第２、議案第４号 中頓別町行政不服審査会条例の制定の件、

日程第３、議案第５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の制

定の件、日程第４、議案第６号 中頓別町災害危険区域の指定に関する条例の制定の件、

日程第５、議案第８号 中頓別町酪農振興支援条例の制定の件、日程第６、議案第９号 

中頓別町商工業振興支援条例の制定の件、日程第７、議案第１３号 中頓別町立認定こど

も園条例の制定の件、日程第８、議案第１４号 中頓別町就学前の子どものための教育・

保育に関する利用者負担額を定める条例の制定の件、日程第９、議案第１６号 重要な公

の施設並びに議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部を

改正する条例の制定の件、日程第１０、議案第１８号 中頓別町社会福祉法人の助成に関

する条例の一部を改正する条例の制定の件、日程第１１、議案第２６号 指定管理者の指

定の件、日程第１２、議案第２７号 指定管理者の指定の件、日程第１３、議案第２８号 

指定管理者の指定の件、日程第１４、議案第２９号 指定管理者の指定の件、日程第１５、

議案第３０号 指定管理者の指定の件、日程第１６、議案第４７号 中頓別町過疎地域自
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立促進市町村計画の策定の件を一括議題とします。  

 本件について順次簡略に提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第４号 中頓別町行政不服審査会条例の制定について、議案

第５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定について、２

件は遠藤総務課長から、議案第６号 中頓別町災害危険区域の指定に関する条例の制定に

ついては中原産業建設課長から、議案第８号 中頓別町酪農振興支援条例の制定について、

議案第９号 中頓別町商工業振興支援条例の制定について、この２件については平中産業

建設課参事から、議案第１３号 中頓別町立認定こども園条例の制定について、議案第１

４号 中頓別町就学前の子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の

制定については矢上保健福祉課長から、議案第１６号 重要な公の施設並びに議会の議決

に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いては遠藤総務課長から、議案第１８号 中頓別町社会福祉法人の助成に関する条例の一

部を改正する条例の制定については吉田保健福祉課参事から、議案第２６号から議案第３

０号の指定管理者の指定については遠藤総務課長から、以上順次説明をさせていただきま

す。 

 申しわけありません。議案第４７号 中頓別町過疎地域自立促進市町村計画の策定につ

いて、長尾総務課参事から説明をさせていただきます。 

〇議長（村山義明君） 遠藤総務課長。 

〇総務課長（遠藤義一君） おはようございます。それでは、私のほうから議案第４号、

第５号を説明させていただきます。 

 議案第４号 中頓別町行政不服審査会条例の制定について。 

 中頓別町行政不服審査会条例を別紙のとおり制定する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 ４ページをお開きください。制定の要旨であります。改正行政不服審査法（平成２６年

６月１３日公布、平成２８年４月１日施行）により、地方公共団体に、行政庁の処分等に

対する審査請求に係る審査庁の判断の妥当性をチェックするための附属機関を置くことと

され、中頓別町行政不服審査会条例を制定し、審査会の委員について守秘義務及び当該義

務に違反した場合の罰則や審査会の組織、その他審査会に関する必要事項を定めるところ

であります。 

 続いて、議案第５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の制

定について。 

 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例を別紙のとおり制定する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 １９ページをお開きください。改正の要旨であります。全部改正されました行政不服審

査法の施行に伴い、従来の不服申し立てのうち異議申し立ては廃止されて、行政処分庁ま
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たは原則として最上級行政庁への審査請求に一本化され、また不服申し立てが可能な期間

は処分があったことを知った日の翌日から起算して３カ月以内に延長されました。このこ

とによりまして、関係する条例について所要の改正を行うものであります。 

 以上、説明とさせていただきます。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） 議案第６号 中頓別町災害危険区域の指定に関する条例

の制定について。 

 中頓別町災害危険区域の指定に関する条例を別紙のとおり制定する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 ２２ページをお開きください。制定の要旨、本町の頓別川の洪水による浸水被害は、近

年では平成１２年１０月に床上浸水１２戸、床下浸水３２戸の被害が生じており、その後

も台風、豪雨による農業被害等が発生していることから、本町における治水安全度は低い

と言え、早期の治水対策が必要になっております。本町における頓別川の河川整備につい

ては、地先住民や町民代表等で組織した頓別川河川整備のあり方を検討する町民懇話会を

中心に検討を進め、堤防をつくらず、高水敷掘削を主体とした自然環境保全に最大限配慮

した整備とすることといたしました。高水敷掘削を主体とした整備とすることにより、大

雨（５０年確率）が降り、洪水となった場合、河川敷地以外の周辺農地等に浸水すること

が想定されます。その浸水が想定される範囲に住宅等の住居の用に供する建築物を建築す

る場合に一定の建築制限をかけ、災害から町民の生命を保護していくため、この条例を制

定するものでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（村山義明君） 平中産業建設課参事。 

〇産業建設課参事（平中敏志君） ２６ページになります。議案第８号 中頓別町酪農振

興支援条例の制定について。 

 中頓別町酪農振興支援条例を別紙のとおり制定する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 ３０ページをごらんください。制定の要旨でございますが、中頓別町内の酪農経営者の

事業拡大や設備等の整備改修、後継者や新規参入希望者への事業継承の円滑化を進めるた

めに要する経費の一部を助成し、酪農業の振興と地域経済の発展に資することを目的に制

定するものです。 

 続きまして、議案第９号 中頓別町商工業振興支援条例の制定について。 

 中頓別町商工業振興支援条例を別紙のとおり制定する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 ３５ページをごらんください。制定の要旨でございますが、中頓別町内の商工事業者の

事業拡大や設備等の整備改修、後継者や新規参入希望者への事業継承を円滑に進めるため

に要する経費の一部を助成し、商工業の振興と地域経済の発展に資することを目的に制定
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するものであります。 

 以上です。 

〇議長（村山義明君） 矢上保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（矢上裕寛君） ５６ページになります。議案第１３号 中頓別町立認定

こども園条例の制定について。 

 中頓別町立認定こども園条例を別紙のとおり制定する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 ５９ページをお開きください。制定の要旨であります。子ども・子育て支援法の制定に

伴い、就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供を推進する場としての中頓別町

立認定こども園条例を新たに制定するものであります。 

 続きまして、６０ページの議案第１４号になります。中頓別町就学前の子どものための

教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の制定について。 

 中頓別町就学前の子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例を別紙

のとおり制定する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 ６７ページをお開きください。制定の要旨であります。子ども・子育て支援法の制定に

伴い、中頓別町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例で認定された就学前の子供

のための教育、保育に関する利用者負担を新たに制定するものであります。 

 以上で提案説明とさせていただきます。 

〇議長（村山義明君） 遠藤総務課長。 

〇総務課長（遠藤義一君） 議案第１６号 重要な公の施設並びに議会の議決に付すべき

重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 重要な公の施設並びに議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条

例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 ７７ページ、改正の要旨であります。中頓別町こども館の設置及び管理等に関する条例

の廃止と中頓別町立認定こども園条例の制定に伴い、第２条に規定する地方自治法第２４

４条の２第２項の規定による重要な公の施設を変更するために改正するものであります。 

 以上、説明とさせていただきます。 

〇議長（村山義明君） 吉田保健福祉課参事。 

〇保健福祉課参事（吉田智一君） 続きまして、議案第１８号を説明させていただきます。 

 ８２ページをお開きください。中頓別町社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正

する条例の制定について。 

 中頓別町社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 



 - 163 - 

 ８５ページをお開きください。改正の要旨です。中頓別町において社会福祉事業を経営

する社会福祉法人に対し、福祉施設に勤務するべき職員の養成に係る費用について一部を

助成することにより、福祉職員の恒常的不足を解消することを目的として条例の一部改正

を行うものであります。 

 以上、説明とさせていただきます。 

〇議長（村山義明君） 遠藤総務課長。 

〇総務課長（遠藤義一君） 議案第２６号 指定管理者の指定について。 

 下記の公の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により議会の議決を求める。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 今指定管理者の指定につきましては、公の施設名、中頓別町農業体験交流施設。 

 議案第２７号 指定管理者の指定について。 

 下記の公の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により議会の議決を求める。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 公の施設の名称は、中頓別町社会教育施設等であります。 

 議案第２８号 指定管理者の指定について。 

 下記の公の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により議会の議決を求める。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 公の施設名の名称は、中頓別町山村交流施設であります。 

 議案第２９号 指定管理者の指定について。 

 下記の公の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により議会の議決を求める。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 公の施設の名称は、中頓別町ピンネシリ温泉であります。 

 議案第３０号、指定管理者の指定につき、下記の公の施設の指定管理者を指定すること

につき、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 公の施設名称は、中頓別鍾乳洞自然ふれあい公園であります。 

 なお、本議案につきましては、第３０号まで５つの議案の総括に関する説明をさせてい

ただきます。今期５議案につきましては、平成２８年３月３１日をもって指定管理期間が

満了となることから、平成２８年４月１日より新たに指定管理者を指定するものでありま

す。 

 今回の指定管理者の指定につきましては、議案第２６号、中頓別町農業体験交流施設に

つきましては公募による手続としております。議案第２７号の中頓別町社会教育施設等か
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ら議案第３０号、中頓別鍾乳洞自然ふれあい公園の施設につきましては、公募によらない

手続により検討を行ってきたところであります。当町における指定管理期間につきまして

は４年間としているところで、議案第２６号及び議案第２７号においては今回指定管理期

間を４年間としておりますが、議案第２８号、中頓別町山村交流施設、議案第２９号、中

頓別町ピンネシリ温泉、議案第３０号、中頓別鍾乳洞自然ふれあい公園に関しましては、

平成２７年度より中頓別町観光振興計画の策定作業が進められていることから、この３施

設に関しましては指定期間を２年間に短縮し、町観光振興計画策定後に改めて公募により

指定管理者の指定を行うこととしております。 

 なお、公募により募集を行いました議案第２６号に関しましては、応募者が現在の指定

管理者１社でありました。募集手続に関しましては、平成２８年１月８日公示、１月２８

日までの申請期間とし、２月８日、指定管理者選定委員会議を開催したところであります。

先ほども申し上げましたが、敏音知地区の２施設と鍾乳洞自然ふれあい公園に関しまして

は、従前より一体的な管理を検討すべきとの意見がありますことから、選定委員会議にお

いてその意向を踏まえ、指定管理期間を２年間とすることを確認し、町理事者へ報告をし、

今回の指定管理者に関する議案となったところであります。 

 以上、説明とさせていただきます。 

〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。 

〇総務課参事（長尾 享君） 議案第４７号、別途配付しています議案第４７号をごらん

ください。中頓別町過疎地域自立促進市町村計画の策定について。 

 過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定に基づき、中頓別町過疎地域自立促進

市町村計画を別紙のとおり策定することについて、議会の議決を求める。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 最終ページの策定の要旨をごらんください。過疎地域自立促進特別措置法の規定に基づ

き策定した中頓別町過疎地域自立促進市町村計画（平成２２年度から平成２７年度）が今

年度をもって終了することに伴い、引き続き過疎地域としての財政上の優遇措置等を活用

するため、新たに中頓別町過疎地域自立促進市町村計画（平成２８年度から平成３２年

度）までの５カ年計画を策定するものである。 

 以上、説明とさせていただきます。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 お諮りします。ただいま議題となりました議案第４号から第６号、第８号及び第９号、

第１３号及び第１４号、第１６号、第１８号、第２６号から第３０号、第４７号について

は、議会運営委員会報告のとおり、いきいきふるさと常任委員会に付託して審査したいと

思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号から第６号、第８号及び第９号、第１３号及び第１４号、第１６号、

第１８号、第２６号から第３０号、第４７号については、いきいきふるさと常任委員会に

付託して審査することに決定いたしました。 

 お諮りします。ただいまいきいきふるさと常任委員会に付託した議案第４号から第６号、

第８号及び第９号、第１３号及び第１４号、第１６号、第１８号、第２６号から第３０号、

第４７号については、会議規則第４６条第１項の規定により、本定例会の会期中に審査を

終了するよう期限をつけたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号から第６号、第８号及び第９号、第１３号及び第１４号、第１６号、

第１８号、第２６号から第３０号、第４７号については、今定例会の会期中に審査を終了

するよう期限をつけることに決定しました。 

 常任委員会審査のため、ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２６分 

再開 午後 ３時５８分 

 

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。 

 

    ◎日程の追加 

〇議長（村山義明君） お諮りします。 

 ただいま議案第４号から第６号、第８号及び第９号、第１３号及び第１４号、第１６号、

第１８号、第２６号から第３０号、第４７号についていきいきふるさと常任委員会委員長

報告が提出されました。 

 これを日程に追加し、追加日程第１から第１５として議題にしたいと思います。これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号から第６号、第８号及び第９号、第１３号及び第１４号、第１６号、

第１８号、第２６号から第３０号、第４７号のいきいきふるさと常任委員会委員長報告を

日程に追加し、追加日程第１から第１５として議題とすることに決定しました。 

 

    ◎議案第４号～議案第６号、議案第８号～議案第９号、議案第１３号～議案第１ 

     ４号、議案第１６号～議案第１８号、議案第２６号～議案第３０号、議案第４ 

     ７号 
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〇議長（村山義明君） 追加日程第１、議案第４号 中頓別町行政不服審査会条例の制定

の件、追加日程第２、議案第５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理等に関す

る条例の制定の件、追加日程第３、議案第６号 中頓別町災害危険区域の指定に関する条

例の制定の件、追加日程第４、議案第８号 中頓別町酪農振興支援条例の制定の件、追加

日程第５、議案第９号 中頓別町商工業振興支援条例の制定の件、追加日程第６、議案第

１３号 中頓別町立認定こども園条例の制定の件、追加日程第７、議案第１４号 中頓別

町就学前の子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の制定の件、追

加日程第８、議案第１６号 重要な公の施設並びに議会の議決に付すべき重要な公の施設

の利用又は廃止に関する条例の一部を改正する条例の制定の件、追加日程第９、議案第１

８号 中頓別町社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定の件、追加

日程第１０、議案第２６号 指定管理者の指定の件、追加日程第１１、議案第２７号 指

定管理者の指定の件、追加日程第１２、議案第２８号 指定管理者の指定の件、追加日程

第１３、議案第２９号 指定管理者の指定の件、追加日程第１４、議案第３０号 指定管

理者の指定の件、追加日程第１５、議案第４７号 中頓別町過疎地域自立促進市町村計画

の策定の件、いずれもいきいきふるさと常任委員会委員長報告を一括議題とします。 

 本件につきまして、いきいきふるさと常任委員会委員長の報告を求めます。 

 東海林さん。 

〇いきいきふるさと常任委員長（東海林繁幸君） いきいきふるさと常任委員会審査報告

をいたします。 

 報告書の朗読をもって報告とさせていただきます。 

 平成２８年３月９日、中頓別町議会議長、村山義明様。 

 いきいきふるさと常任委員会委員長、東海林繁幸。 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第７７

条の規定により報告します。 

 事件の番号、議案第４号、議案名、中頓別町行政不服審査会条例の制定について、審査

の結果、原案可決。 

 同じく議案第５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定

について、原案可決。 

 議案第６号 中頓別町災害危険区域の指定に関する条例の制定について、原案可決。 

 議案第８号 中頓別町酪農振興支援条例の制定について、原案可決。 

 議案第９号 中頓別町商工業振興支援条例の制定について、原案可決。 

 議案第１３号 中頓別町立認定こども園条例の制定について、原案可決。 

 議案第１４号 中頓別町就学前の子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定

める条例の制定について、原案可決。 

 議案第１６号 重要な公の施設並びに議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は

廃止に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案可決。 
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 議案第１８号 中頓別町社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、原案可決。 

 議案第２６号 指定管理者の指定について、原案可決。 

 議案第２７号、議案第２８号、議案第２９号、議案第３０号 指定管理者の指定につい

ては、それぞれ原案可決いたしました。 

 議案第４７号 中頓別町過疎地域自立促進市町村計画の策定について、原案可決。 

 なお、審査意見がございます。１、新規条例の制定について、町民に周知すること。ま

た、酪農、商工業振興支援条例、社会福祉法人の職員養成に係る助成制度については、町

内だけでなく、町外にも積極的に周知する努力をするべきである。 

 ２、酪農、商工業振興支援条例に係る建設工事について、積極的に地元業者を活用する

よう町として働きかけるべきである。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

〇議長（村山義明君） 報告が終わりましたので、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 これより議案第４号 中頓別町行政不服審査会条例の制定の件について討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第４号は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号 中頓別町行政不服審査会条例は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 これより議案第５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の制

定の件について討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第５号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第５号は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例は委

員長報告のとおり可決されました。 
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 これより議案第６号 中頓別町災害危険区域の指定に関する条例の制定の件について討

論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第６号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第６号は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号 中頓別町災害危険区域の指定に関する条例は委員長報告のとおり

可決されました。 

 これより議案第８号 中頓別町酪農振興支援条例の制定の件について討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第８号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第８号は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号 中頓別町酪農振興支援条例は委員長報告のとおり可決されました。 

 これより議案第９号 中頓別町商工業振興支援条例の制定の件について討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第９号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第９号は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号 中頓別町商工業振興支援条例は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 これより議案第１３号 中頓別町立認定こども園条例の制定の件について討論を行いま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第１３号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 
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 議案第１３号は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１３号 中頓別町立認定こども園条例は委員長報告のとおり可決されま

した。 

 これより議案第１４号 中頓別町就学前の子どものための教育・保育に関する利用者負

担額を定める条例の制定の件について討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第１４号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第１４号は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１４号 中頓別町就学前の子どものための教育・保育に関する利用者負

担額を定める条例は委員長報告のとおり可決されました。 

 これより議案第１６号 重要な公の施設並びに議会の議決に付すべき重要な公の施設の

利用又は廃止に関する条例の一部を改正する条例の制定の件について討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第１６号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第１６号は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１６号 重要な公の施設並びに議会の議決に付すべき重要な公の施設の

利用又は廃止に関する条例の一部を改正する条例は委員長報告のとおり可決されました。 

 これより議案第１８号 中頓別町社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条

例の制定の件について討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第１８号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第１８号は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 
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 よって、議案第１８号 中頓別町社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条

例は委員長報告のとおり可決されました。 

 これより議案第２６号 指定管理者の指定の件について討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第２６号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第２６号は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２６号 指定管理者の指定は委員長報告のとおり可決されました。 

 これより議案第２７号 指定管理者の指定の件について討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第２７号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第２７号は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２７号 指定管理者の指定は委員長報告のとおり可決されました。 

 これより議案第２８号 指定管理者の指定の件について討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第２８号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第２８号は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２８号 指定管理者の指定は委員長報告のとおり可決されました。 

 これより議案第２９号 指定管理者の指定の件について討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第２９号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第２９号は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２９号 指定管理者の指定は委員長報告のとおり可決されました。 

 これより議案第３０号 指定管理者の指定の件について討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第３０号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第３０号は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３０号 指定管理者の指定は委員長報告のとおり可決されました。 

 これより議案第４７号 中頓別町過疎地域自立促進市町村計画の策定の件について討論

を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第４７号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第４７号は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第４７号 中頓別町過疎地域自立促進市町村計画は委員長報告のとおり可

決されました。 

 

    ◎議案第３９号～議案第４６号 

〇議長（村山義明君） 日程第１７、議案第３９号 平成２８年度中頓別町一般会計予算、

日程第１８、議案第４０号 平成２８年度中頓別町自動車学校事業特別会計予算、日程第

１９、議案第４１号 平成２８年度中頓別町国民健康保険事業特別会計予算、日程第２０、

議案第４２号 平成２８年度中頓別町国民健康保険病院事業会計予算、日程第２１、議案

第４３号 平成２８年度中頓別町水道事業特別会計予算、日程第２２、議案第４４号 平

成２８年度中頓別町下水道事業特別会計予算、日程第２３、議案第４５号 平成２８年度

中頓別町介護保険事業特別会計予算、日程第２４、議案第４６号 平成２８年度中頓別町

後期高齢者医療事業特別会計予算を一括議題とします。 

 本件について簡略に提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第３９号から第４６号について提案のご説明をさせていただ

きたいと思います。 
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 平成２８年度中頓別町各会計予算につきましては、一般会計では３３億４，４２２万６，

０００円、自動車学校事業特別会計では３，５３０万１，０００円、国民健康保険事業特

別会計では２億８，２３６万９，０００円、国民健康保険病院事業会計収益的収支につい

ては５億３，３９６万４，０００円、資本的収支については１億１，９７７万６，０００

円、水道事業特別会計につきましては９，１１７万７，０００円、下水道事業特別会計に

つきましては８，８７３万５，０００円、介護保険事業特別会計につきましては２億１，

３５９万９，０００円、後期高齢者医療事業特別会計につきましては２，７２０万５，０

００、合計４７億３，６３５万２，０００円、平成２７年度予算額に比しまして１０億１，

１１２万４，０００円の増となったところであります。大変厳しい財政見通しをもとに各

会計可能な限り収支均衡を図り、財政の緊縮を図った予算の編成とさせていただいている

ところであります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 お諮りします。ただいま議題となりました議案第３９号から議案第４６号までの８会計

予算については、議員全員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査

したいと思います。なお、当該委員会には、地方自治法第９８条第１項の規定による事務

の検査権を委任したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３９号から議案第４６号までの８会計予算については、議員全員で構成

する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することとし、当該委員会には地

方自治法第９８条第１項の規定による事務の検査権を委任することに決定いたしました。 

 お諮りします。ただいま予算審査特別委員会に付託した議案第３９号から議案第４６号

までの８会計予算については、会議規則第４６条第１項の規定により、今定例会の会期中

に審査を終了するよう期限をつけたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３９号から議案第４６号までの８会計予算については、今定例会の会期

中に審査を終了するよう期限をつけることに決定しました。 

 予算審査特別委員会設置のため、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時２２分 

再開 午後 ４時２６分 

 

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を続けます。 
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    ◎休会の議決 

〇議長（村山義明君） お諮りします。 

 本日の会議の散会から予算審査特別委員会の審査が終了するまで休会したいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議の散会から予算審査特別委員会の審査が終了するまで休会とするこ

とに決しました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（村山義明君） 以上で本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

（午後 ４時２７分） 
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